
最高裁秘書第3429号

令和3年11月17日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長中村

司法行政文書開示通知書

10月16日付け（同月18日受付，第030598号）で申出のありました司

法行政文書の開示について，下記のとおり開示することとしましたので通知します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

10月15日付け司法研修所事務局総務課人事係「住居給付金に関する届出に

ついて」 （片面で1枚）

2 開示の実施方法

写しの送付

担当課秘書課（文書室） 電話03 (3264) 5652 (直通）



令和3年10月15日

令和3年度（第75期）司法修習生採用選考申込者各位

司法研修所事務局総務課人事係

住居給付金に関する届出について

修習給付金のうち住居給付金については， 同封の修習給付金案内に記載のとおり，

新たに支給に関する要件を具備した場合のほか，住居給付金の支給を受けている司

法修習生の居住の実情に変更があった場合にも届出が必要となります（ 「司法修習

生の規律等について」第4の2に基づく住所変更の届出とは別に， 「司法修習生の

修習給付金の給付に関する規則」第5条に基づく届出が必要となります。 ） 。

必要な届出を怠り，又は事実と異な る届出をしたこ 不正受給等が生とにより

じた場合は，既に支給された住居 合付金を返納する必要が生じるだけでなく，非

違行為として罷免，修習の停止又は戒告の処分や注意の措置を受けることがあり

注意してください。ますので

なお，各種住居届の様式は， 同封の修習給付金案内に掲載されているほか，最高

裁判所のウェブサイトからダウンロードすることもできます。


